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教育の主体 としての家庭 ・地域の形成

一被差別部落における社会関係資本に着 目して一

木 村 和 美

【要旨】

今 日、学力面において特に厳 しい状況にあるのが被差別部落である(志水2002,鍋 島2003)。 被差別部落では、

地域文化に起因した家庭の教育力の弱さが重要な課題であると考えられてお り(西田1990,池 田2000)、 地域文

化そのものを変容させるアプローチが必要である。その際、重:要な視点を与えるのが 「社会関係資本(SocialCapL

tal)」概念(Coleman1988)で ある。

本稿では、社会関係資本の蓄積を促す「社会ネットワークの完結性(ClosureofSocialNetworks)」(Coleman1988)

に注 目した。そして、その内部に重層的なネットワークを有する 「網の目のネットワーク」が形成されることで、

社会関係資本の蓄積がより促進されることを示 した。「網の目のネットワーク」は、多くの保護者と子どもが関わり

あえる 「場」を意図的、継続的に設定することによって形成され、家庭の教育力の相互補完が可能な地域づくりに

貢献すると考えられる。しかし、「網の目のネヅトワーク」の構築および維持は積極的保護者層に負う部分が大 きく、

投資の公平性をどのように保っていくかが課題である。

1.は じめに

1980年 代 以降、文部科学省 は学校教育課程 における教育内容の精選 による「ゆ とり」教育 を進めてきた。

そ して、2002年 の新学習指導要領か らは、この 「ゆ とり」の方針が完全実施 された。 しか し、これ までの

「ゆ とり」の確保を目指す教育改革は、水準問題 としての学力低下に止 まらず、家庭的背景に起因 した学

力格差、学習意欲の格差をもたらしたとされている(苅 谷他2004)。

こ うした風潮の中、特 に学力面に関 して厳 しい状況にあるのが被差別部落の子 どもたちである。被差別

部落 とは、封建的身分制度に基づいて近代以降 も差別 ・排除 されて きた地域であ り、現在 も経済資本、文

化資本 ともに脆弱な家庭が多い とされている。被差別部落においては子 どもの低学力は長年の問題であ り、

いまなお多 くの課題が残 されていることが実証的な研究 においてたびたび指摘 されている(池 田2000 ,

神 原2000,鍋 島2003)。 最:近の学力低下問題においても、「部落内」の学力低下の度合いは 「部落外」よ

りも大 きく、家庭的背景 と結 びついた 「で きる子」 と 「で きない子」の分化が、「部落外」以上 に顕著な状

況 にあることが明 らかにされている.(志 水2002)。

被差別部落では 「娯楽的なモ ノ志向」(志 水2002,鍋 島2003)や 「低い進学期待」(神 原2000)な ど

を示す家庭が多 く、家庭の教育力の弱 さが重要な課題となっている。 しか し、被差別部落における家庭の

教育力の弱 さは各家庭が独 自に持つ文化ではなく、「地域文化 として根づいて しまっているものだと指摘 さ

れている(池 田1985,西 田2001)。 長 年にわたる差別 と排除の歴史か ら学校文化に親和的でない独自の、

地域文化 を形成 してきた と考えられてお り、家庭の教育力向上のためには地域文化その ものを変容 させる

アプローチが必要になるだろう。

その際に、重要な視点 を与 えるのが 「社会関係資本(SocialCapitaD」 概 念である。 コールマン(1988)

に よると、社会関係資本 とは 「個人に協調行動を起 こさせる社会の構造や制度」のことである。具体的 に

は、人々の間に存在する信頼関係や、共有 ・蓄積された規範やサンクション、情報 などが人々の自発的協

調行動 を促す とされている。社会関係資本 は、経 済資本、文化資本ともに脆弱な家庭における子 どもが「重

大な困難(低 学力や非行 など)」 を回避するため に重要な役割 を果たすとい う指摘がある(Coleman1988,

Furstenberg&Hughes1995,Mcneal1999)。

しか し、社会関係資本 には否定的 な側面 もあ り、「排 除」や 「主流派への反発 ・敵対心」を促す場合があ
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る(Portes1998)。 被 差別部落にみられる学校文化 に親和的でない地域文化は、この 「否定的な」社会関係

資本が蓄積 されてきたか らだと考えられる。そ して、「否定的な」社会関係資本が家庭 における教育力の弱

さにつながっていると推測で きる。 したがって、被差別部落の地域文化 に埋め込 まれた社会関係資本 を、

教育に 「積極的な」社会関係資本へ と転換 させ ることによって、「子 どもの重大な困難」を回避す ることが

で きるのではないだろうか。

本稿では、地域文化の変容 と社会関係資本 との関連 を探 り、そのことが家庭の教育力向上にどのような

影響 を与えるのかを明 らかにすることによって、学力及 び学習意欲の階層間格差是正に向けた新たな視点

の提示を試みたい。

2.先 行研究

2-1被 差別部落の学力問題

被差別部落の子どもの学力 に関する実証的な調査研究が本格化 したのは1970年 代 なかばである(高 田

1997)。 これ までの複数の学力調査か ら、部落内外における子 どもの学力や進学希望などに依然と して格差

があることが明 らかに されている。また、「部落内」.の子 どもたちの学力分布が 「ふたこぶラクダ」型の構

造に変化 してお り、「部落内」の階層格差の広が りを示唆するもの と考 えられている(神 原2000,鍋 島

2004)。 そ して、被差別部落の子 どもたちの 「学 びからの逃走」傾向が より早期に、そ して顕著に現われて

いることも明らかになっている(高 田1998)。 志 水(2002)は 、近年の全体的な学力低下傾向のなかで、

被差別部落の学力低下及び家庭的背景 に起因す る学力格差がより深刻であることを指摘 している。1969年

の 同和対策事業特別措置法(以 下、同和対策事業に関わる法律 を総称 して特措法 とする)以 降、 さまざま

な形で実施 された各種の特別施策 によって同和加配教員や解放奨学金などの制度が整えられ、被差別部落

の子 どもを中心 に据 えた学力保障の取 り組み も行われて きた。結果、被差別部落の子 どもたちの高校進学

率 は上昇 し、一定の成果は得られたと考え られた。 しか し、1975年 以 降全国平均 との問の約5%の 格差が

埋 まらないままでいる高校進学率や、平均の半数以下 にとどまっている大学進学率な ど、被差別部落の子

どもたちと 「部落外」の子 どもたちとの間の相対的な学力格差 は変化 していないのである。

1960年 代 か ら1970年 代 までは、家庭の経済的な低位性が低学力の要因であると考えられ、解放奨学金など

の経済的援助に力が注がれてきた。 しかし、1980年 代 以降、特措法による各種の特別施策によって、世帯

あた りの収入には依然 として格差が残 る状況ではあった ものの、かつてほ どの貧困からは脱出 していった。

それ どころか、最近ではむしろ 「部落外」の子どもよ りも 「モノ」があふれた生活 を送 るようになってい

るという指摘がある(志 水2002,鍋 島2003)。 一方で、大学進学資金の準備率や通塾率は低 く、本来な

らば、教育や将来のための投資や貯蓄に回されるべ きお金が、一過的 ・娯楽的消費財に消えて しまってい

ると考えられる(高 田1996,鍋 島2003)。 また、神原(2000,252頁)は 「保護者の進学期待が低いと、

子 どもの進学希望 も低 くなりやす く、進学希望 の低 さが学習時間の短 さとなって学習理解度 を押 し下げる

働 きをしている」 と述べてお り、特に被差別部落の保護者の進学期待が 「部落外」 よりも相対的 に低い こ

とから、その傾向が顕著であることを指摘 している。

この ような 「娯楽的なモノ志向」や 「低い進学期待」 は、せめて物質的な面だけで も子 どもたちに辛い

思いをさせた くないという被差別部落の保護者 たちの思 いや、ロールモデルの乏 しさが背景 にあ り、その

意味で長年にわたる差別の結果であるという側面 を見落と してはならないが、子 どもたちに対 して大学進

学への意識や力量を育てることよ りも、一過的 ・娯楽的消費財の提供 を優先 させ てしまったことが、結果

として被差別部落の低位性 を再生産することにつながっていると批判的に捉 える必要があるだろう。

以上のような点 に留意する必要はあるが、被差別部落の低学力要因 として、家庭における 「娯楽的なモ

ノ志向」や 「低い進学期待」 を挙げることができる。 しか し同時 に、部落解放運動は 「教育に始 まって教

育に終わる」といわれる ように、教育を重要課題 と位置付けて活動 を行ってきた歴史があ り、「部落の親は

差別 によ り教育を奪われてきたゆえに、教育への期待が大 きい」 ことは教育関係者や運動関係者の間では

よくいわれることである(高 田1997)。 この ように被差別部落 においては 「教育への期待が大 きい」とい

う言説と、「娯楽的なモノ志 向」や 「低い進学期待」という表現で捉えられるような実態 との間にずれが生
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じて い る 。

2-2学 力保障に向けた具体的展開の不十分性

多 くの被差別部落 には、名称は様々であるが長年地域の部落解放運動 を支えてきた地域保護者組織(大

阪では 下教育守る会」など)が 存在する。この地域保護者組織には同和対策事業 による個人給付を得る目

的で加入する人もいたが、基本的には子 どもたちの教育改善 を目的 として要求運動を行 うためにつ くられ

たものであ り、保護者の教育への高い期待を示す ものであった。 しか し、その活動は学校や青少年会館 に

おける物理的条件や人的条件の改善 を要求す るなど 「家庭以外の役割」 に焦点が当てられることがほとん

どであったため、保護者の教育への期待は直接子 どもに伝 えられるのではな く、行政や学校 を通 じて施設

整備や解放奨学金のように形 を変えて、間接的に子 どもに与 えられていたことになる。

保護者の多 くも教育の機会を奪 われ、働 くのに精一杯で子 どもの教育 に関わることができず、そ して、

親 に関わって もらえなかった子 どもが親 になった とき、子 どもをどのように教育 したらよいのか分からな

い とい う形で再生産が繰 り返 されてきた。そのため、保護者の教育に対する不安 は根深い。そうした被差

別部落の状況をふ まえ、同和保育運動などでは家庭での しつ けの問題や食事管理 などに積極的に取 り組 ん

で きたが、地域文化 として根づいた家庭の教育力 の弱 さを変容 させるまでにはいかなかった。また 、学校

や青少年会館 は家庭 に対 して働 きかけを行 うことよりも、保護者の教育要求 を叶 えることに力を注ぎ、結

果 として、学校 と青少年会館が子 どもを 「抱 え込 む」ことになって しまった。つ まり、学校や青少年会館

は被差別部落における 「娯楽的なモ ノ志向」や 「低い進学期待」 に対する働 きかけは行わず、被差別部落

の保護者 の教育要求 に耳 を傾 けることで彼 らの教育期待 に応 えようとしたのである。こうして、一方に「被

差別部落の保護者の教育期待 は大 きい」 という言説が生 まれ、他方に 「娯楽的なモノ志向」や 「低 い進学

期待」 という実態が浮 き彫 りにされる とい うずれが生 じるようになった。

被差別部落に残 る教育 ・文化面での脆弱 さに起 因する家庭の教育力の弱さが、低学力の一つの要因であ

ることに間違 いはないだろう。 したがって、学力向上の取 り組み として、地域文化へのアプローチが必要

になるのである。

地域文化へのアプローチを視野 に入れた研究 として、池田(2001)の 「教育コミュニティ」論が挙げら

れる。「教育 コミュニテ ィ」論 は、「自助 と協働 の文化を地域において再構築する」 ための運動であ り、地

域の中に新たな人間関係のネッ トワークを形成す ることによって 「子育ての共同性」 を回復 し、地域の教

育力 を再構築することを目的 としている。 しか し、教育 コミュニテ ィは中学校区 を単位 とし、基本的に学

校で展開される活動を足がか りとするものである。被差別部落では、学校への依存傾向が依然 として根強

いため、学校が活動の主体 となることは極力避 けるべ きであると筆者は考 える。学校、家庭 、地域が子育

ての方向性を共有 し、協力関係 を築 くことに異論はないが、それぞれの領域でそれぞれの役割や責任を果

たすこ とがで きる力を形成 してい くことも重要だからであるω。

今 日の被差別部落では、これまで教育.を学校や制度に頼 りす ぎていたのではないか とい う反省の もと、

家庭の教育力向上 を課題 とし、地域社会全体で子 どもを育てていこうとする動 きが起こっている。そのひ

とつに、保護者め主体的参加 を強調す る地域保護者組織改革が挙げられる。保護者 自身の「自己教育活動」

の組織化 を目指す地域や、自主的な保護者 グループの活動 を行 っている地域などがでて きている(住 田

1991,竹 中1994)。 しか し、そうした地域の取 り組みに対 して、研究面からのアプローチは少ない。した

がって本稿では、被差別部落における地域の教育活動 を実証的に解明 してい くことにす る。

3.社 会関係資本

3「1社 会ネットワークの完結性

本稿では、社会関係資本 という概念 を使って被差別部落の教育問題へのアプローチを試み る。社会関係

資本の主な論者 として、ブルデュー(1986)、 コールマ ン(1988)、 そ してパ ッ トナム(1993,2000)が 挙 げ

られる。そのなかで、教育 における社会関係資本の重要性 を強調 したのが コールマンである。したが って、

コールマ ンの社会関係資本概念に依拠 して論 じてい く。
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特 に注 目したいのは、社会関係資本の蓄積 を促進する社会構造 として挙げ られている 「社会 ネットワー

クの完結性(ClosureofSocia里Networks)」(Coleman1988)で あ る。「社会ネッ トワークの完結性」とは、

例えば、子 ども同士が友 だちである場合、保護者 同士 も友だちであるということである。 このように社会

ネッ トワークが完結 している と、人々の問に信頼関係が芽生えやす く、規範やサンクシ ョン、情報が共有 ・

蓄積 されやすいのである。つまり、ネ ットワーク内の協働的子育てが意識的 ・無意識的に行われやす くな

ると考えられる。社会ネ ットワークが一つの地域内において完結 したならば、地域 の教育力が高い地域文

化の形成につながるといえるだろ う。

社会関係資本は、近年、日本 においても注 目されている概念である(佐 藤2001,諸 富2003)。 教 育分

野 においては、稲葉(2007)が 不 登校 や校 内暴力 と社会関係資本の関連を示 したり、志水(2007)が 学 力の

階層間格差 を是正する概念 として社会関係資本 を援用 しようとしている。 しか し、教育分野 における導入

はまだ発展段 階にある。 したがって、被差別部落における教育問題を社会関係資本の視点か ら分析 ・考察

することには意義があるだろ う。 また、社会的に不利な立場 に置かれた子どもの教育達成を考 えるうえで

も重要な示唆 を与えることができると考 える。

3-2被 差 別部 落に蓄積 された社 会関係 資本

被差別部落は、長年 にわたる差別 によって人々の移動性が低 く、親戚 ネットワークや コミュニテ ィ ・ネ

ットワークといった社会ネッ トワークの完結性が形成 され、維持 されてきたと考 えられる。 この ような社

会 ネッ トワー クの完結性 のもと、「しょうゆや米の貸 し借 り」 として語 られることが多い 「助け合い」や

「分け合い」の文化が根づ き、「お互い様」 という互酬性規範が働いてきた(西 田2001)。 したがって、

相互扶助の色彩が強い社会関係資本が蓄積 されて きた地域である といえる。

他方、社会 ネットワークの完結性 は相互の縛 りを強 くし、人と違 った、目立った行動 をとってはならな

いという 「横並び意識」(鍋 島1994)を も生み出 して しまった。特 に部落解放運動が活発に行われた時期

は、家庭が独 自の方向性 を示すことは運動の求心力に亀裂 を生 じさせる もの とみなされ、人々の批判を覚

悟 しなければならなかった。そのため、「横並び」という「コミュニテ ィの縛 り」が働いて しまうのである。

これ までの部落解放運動は行政や学校に 「何かをさせる/し てもらう」側面が強 く、不安定な生活状況

ともあいまって 「保護者は何 をするべ きか」 は問われないままであった。差別や排除 によって不利益 を被

ってきたという共通の認識 をもとに、完結 した状態にあった社会 ネッ トワークを利用 し部落解放運動/教

育守る会への人材や時間の 「投資」が行われ、その活動を通 して 「行政 ・学校の責任追求」 とい う規範が

共有 ・蓄積 されていったと考 えられる。共有 ・蓄積 された規範は、被差別部落内において運動への自発的

協調行動 を促 し、 より活発な運動 を可能にす る。活発 な運動は、行政や学校 との ネゴシエーシ ョンを有利

に導 き、物質的 ・金銭的な「利益」を得ることに成功する。「利益」獲得の成功が活動への投資 を継続させ、

さらなる 「利益」を獲得する という一連のサ イクルがあったと考 えられる。その過程 において、「利益」と

して獲得 していった物質的な目に見える点では改善が進んだものの、制度依存や学校依存 といった 「否定

的な」社会関係資本 を蓄積することに もつながってしまったといえる。

3-3社 会関係資本の質的転換

「否定的な」社会関係資本を、「積極的な」社会関係資本へ と転換 させるためには、社会ネッ トワークの

完結性の強化 とともに、「利益」の再設定が必要 になるだろう。今 日の被差別部落においては 「部落外」へ

の流出や 「部落外」か らの流入といった移動性の高 まりが顕著であ り、以前ほ どの社会ネ ットワークの完

結性 は維持 されていない。社会関係資本 は、人と人との 「関係性」に投資を行 うことによって蓄積 される

が、多 くの人が一度に会す ることがで きる 「場」が提供 されたな らば、関係性への投資はより効率的にな

る。そ して、その「場」は保護者とともに子 どもも参加できるのが望 ましい。 これまでの部落解放運動が、

教育に関 して行政や学校 とのネゴシエーシ ョン重視であったということか ら、保護者 と子 どもとの間で教

育 に関するコミュニケーシ ョンや関係性づ くりに十分な力 を注いでこなかったと推測で きる。良好な親子

関係は学力向上の一つの要因 となるため、地域の保護者 と子 どもが多 く集まることがで きる 「場」の設定

は重要 な要素 となる。
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「利益」に関 しては、行政や学校から与 えられる ものではな く、共有 ・蓄積 されて きた相互扶助 という

規範意識 を教育面 にも利用 できるようにす るために も、地域における 「子育ての共同性の回復」 を強調す

るのが よい と考えられる。

以上のことか ら本稿では、地域の保護者 と子 どもが集まることがで きる 「場」において、「関係性」への

投資が どのように行われているのかに注目する。

4.A地 区における新たな取 り組みとそれによる変化

4-1調 査対象

今回事例 として取 り上げるA地 区は、大阪府内の北部に位置する約800世 帯 の被差別部落である。同市内!

には3つ の被差別部落が存在するが、中で も比較的規模が大 きく、行政闘争の中心的役割 を果たして きた。

しか し、1990年 代 以降の同和対策事業の縮小をうけて2002年 の 特措法失効 を待たずに教育守る会が解散 し

ている。 また、青少年会館 の一般開放 にともない、かつてのように保護者や子 どもが集 う機会が減 り、保

護者同士のつなが りや、教育機関とのつなが りが薄れていった地域である。

A地 区に対するフィール ドワークは、2004年11月 か ら開始 し2007年12月 現 在 も継続中である。週一回の小

学生学習会への学習ボランティアとしての参加 を中心に活動を行い、月一回のA保 護者会の定例会やA保

護者会主宰のイベン トなどにも参加 している。また、A地 区の保護者に対 してインタビュー及びア ンケー

トを行った②。

4-2新 たな取 り組み

A地 区では以上の ような経緯により、2001年 に新 たな保護者(特 に母親)組 織 「A保 護者会」が設立さ

れた。A保 護者会は、再び保護者同士がつなが りあえる場所を作ることを目指 し設立された会である。A

保護者会の発起人である0さ んは、設立のきっかけを以下のように語っている。

なんやかんや してたころは、(子 どもが)ゆ れたときに、(高 校受験か ら)落 とさへん。……みんな

自分 とこは自分 とこって したか ら、落ちんでええ とこまで落 ちた。○○(地 域名)が な、結構(高 校)

行 ってん。で、考えたら親 同士仲 良 し。で、部落の親は集まらなあかん、仲良うせ なあかんって。(O

さん40代 女性2005年7月12日)

さまざまな活動 を行っていたころは、一人の子 どもを多 くの人間で支えることによって高校進学などを

果た してきたが、「自分たちでで きる」という家庭が増えたため、子 どもを支える人間の数が減 り、これま

でなら高校に受かっていたはずの家庭の子 どもが落ちて しまうという状況が生 まれて しまった。結局、家

庭独 自の力では子 どもを支えきることができなかったのである。

0さ んは、A保 護者会 を新たに設立することによって、保護者同士がそれぞれの家庭の教育力 をお互い

に補完 しあえる関係づ くりを目指 している。そうすることによって、子 どもの学力に良い影響 を与えるこ

とがで きると考えている。A地 区では、新 たな地域保護i者組織 によって 「場」の設定が行われ、「利益」を

「家庭の教育力の相互補完が可能な地域づ くり」へ設定 し直 した といえる。

2005年 には 「学力」に焦点 を当て、A地 区の子 どもを対象 とした 「小学生学習会」を立 ちあげた。2005年

度 および2006年 度 の学習会への参加状況は以下の とお りである(表1)。
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(表1)2005年 度小学生学習会参加状況

2005年 度 4～7月 9～12月 1～3月 学年総人数
1年 0人 3人 4人 8人

2年 10人 11人 11人 17人

3年 3人 3人 3人 10人

4年 6人 6人 6人 17人

5年 4人 6人 6人 13人

6年 0人 2人 2人 8人

計 23人 31人 32人 73人/56世 帯

子ども参加率 31.5% 42.2% 43.8% 一
子ども出席率 95.8% 88.3% 83,0% /
学習会参加世帯数 18世 帯 24世 帯 25世 帯 一
学習会保護者参加平均 76人 65人 5.1人 一

2006年度小学生学習会参加状況

2006年 度 4～7月 9～12月 1～3月 学年総人数
1年 7人 5人 5人 7人

2年 5人 4人 4人 8人

3年 10人 8人 8人 17人

4年 3人 2人 2人 11人

5年 6人 6人 6人 19人

6年 3人 3人 「 3人 14人

計 34人 28人 28人 76人/63世 帯

子ども参加率 44.7% 36,8% 36.8% 一
子ども出席率 72.1% 41.1% 46.1% 一
学習会参加世帯数 24世 帯 20世 帯 20世 帯 /
学習会保護者参加平均 5.5人 2.6人 2.3人 一
*学 年総人数及び世帯数は、A地 区青少年会館が把握 している数である。

学習会は、地域の青少年会館 を利用 して行 われている。保護者の当番制(2005年 度3人 、2006年 度4人)

となってお り、数名の学習 ボランテ ィア(大 学生 ・大学院生)が 従事 している。学習会は、保護者が 自分

の子 どもの学習に関わる機会を設けることを目的の一つとしているため、保護者に対 して、当番以外の日

にも自主的に参加するように呼びかけている。

学習会は、2005年1月 に開始 されたが、当初は1年 から4年 までの低 ・中学年 を対象 としてお り、参加

人数 も少なかったため(計15人)、 ここでは対象を1年 から6年 までの全学年 に広げた2005年4月 か らの参

加状況を見てい くことにする。

2005年4月 以降学習会へ の参加は増加傾向にあ り、2006年7月 には約4割 強の地域 の子 どもが通ってい

るが、次第に減少傾向に転 じてい く。 また、参加率のみならず、実際に学習会に出席 しているかという出

席率 も大 きく低下 している。学習会に登録 だけ して、出席 しない家庭が増加 したといえる。そのことにと

もなって、当初は当番以外の保護者 も自主的に参加 して平均で5人 の保護者が学習会に参加 していたが、

2006年 度 後半になると当番だか参加 しない保護者 も増えてお り、参加する保護者の顔ぶれが決まって しま

っていた。

学習環境については、状況に応 じて変化させている。2005年1月 当初は少人数だったこともあ り、一つ

の部屋で行っていた。 しか し、中学年か ら低学年が うる さくて集中で きない という声があが り、低学年 と

中学年 を別々の部屋 に分 けることになった。2005年 度 は、人数が増加 したこともあ り、1年 と2年 、3年

と5年 、4年 と6年 をペアに して部屋 を分けた。その後、 ユ年 と2年 のペ アが人数や、子 ども同士の関係

性から学習に集中 しづ らい状況にあると判断 され、 さらに二つに分 けられることになった。2006年 度 は、

1年 、2年 と3年 、5年 、4年 と6年 に分けている。2年 と3年 は2005年 度 と同様 に、さらに二つ に分け

られている。

部屋割 りは、当初 は子 どもの人数や、学習ボランテ ィアの人数 を考慮 して行 われたものであったが、次
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第 に子 ども同士の関係性に も注 目するようにな り、子 どもが学習に集中 しやすい環境づ くりに努めるよう

になってきたといえる。

4-3保 護者 と子どもの意識の変化

①保護者の意識の変化

学習会活動への参加を通 じて、保護者の意識の変化として捉えることができるのは、子 どもの現在の学

力に対する認識の変化と子どもたちへの接 し方の変化である。学習会設立以前のA保 護者会の定例会では、

「学力」を共通の課題としてはいたが、あまり危機感を抱いているような状況ではなかった。しかし、実

際学習会が始まると、ひらがなや数字の書き順といった基本的なことが身についておらず、子どもの学力

はそれほど楽観視できる状況ではなかった。

(実際 の子 どもの学習状況 を見て)本 当にびっ くりして。親の話を聞いてたらバ ッチ リ(勉 強はや

っている とい う話)や った し。……オイオイみたいな、あかんや ろうって。(0さ ん2005年7月12日)

0さ んは、子 どもの学習状況 に対する保護者の認識の甘 さに驚いていた。保護者の話か らすると 「宿題

はきちんとやっている」ことから、安心 していた家庭が多均・ったようであるが、学習会 を通 じて子 どもの

学習過程 をみていくうちに、保護者 自身、子 どものつ まず きに気づ き、「子 どもの学習に関わらなければ」

とい う意識が芽生え始めた。

「(学習会において)集 中力が長 く続かないなどを見て、家庭では一緒 に勉強 しています」(ア ンケー

ト記述 より)

「(子どもの宿題の)中 身までは気に してい ませんで したが、今はチェ ックしています」(ア ンケー ト

記述 より)

以上の ように、実際、家庭における子 どもへの関わり方 に変化が生 じた保護者 もいる。このことは、自

分の子 どもの学習に積極的 に関わったことも関係 しているが、学習会において教育意識の高い保護者の子

どもへの関わりを見て、自分 と比較することで意識が変化 していった とも考 えられる。

自分 ところでやっていけると思 う保護者が増えて きてるなかで、実際そうかというと、そう「じゃな

い現実がある。他の子どもを知 らない、他の家庭が どんなものなのかを知 らないっていうのは、いい

悪い別に して大 きいかな。(Pさ ん50代 女性2005年7月12日)

家庭の教育は他者 と比較 しにくいものである。学習会は、各家庭ではどのような意識をもって教育がな

されているのかといった情報交換 の場 としても機能 している。

学習会を重ねるにつれ、 自分の子 どもが課題 を解けない と激 しく叱責する保護者が 目立 ち始めた。そう

いった保護者 とその子 どもに対 しては、A保 護者会の発起人である0さ んが助言 ・配慮を し、特定の保護

者は、あえて自分め子 どもには関わらない ようにする行動が とられた。当初の百的の一つである、子 ども

の学習 にその保護者が関わるという点では、方向性にずれが生 じたように思われたが、保護者 は自分の子

ども以外 には比較的余裕 を持 って接することができるため、他の子 どもたちと以前よ りも身近な関係 を築

くことがで きている。現在では、激 しく叱責する保護者 も減少 し、 自分の子 どもの学習に関わっている。

また、他の子 どもに対 して も積極的に関わ り、注意 したり、誉めたりしている。

保護者の意識の変化は、段階的に起 こっていることが分かる。第一段階は 「自覚」・である。学習会活動

への参加 によって、子 どもの学力や学習態度 に対する認識が甘かったことに気づかされている。そ して、

子 どもに任せ るのではなく、保護者の学習過程への関わりの重要性を自覚するのである。

第二段階は、子 どもに対する否定的な 「感情的反応」である。第一段階の 「自覚」 によ り、保護者は子
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どもの学習過程 に積極的に関わろうとするが、これまでの認識の甘 さから生 じる焦 りによって 「感情的反

応」 を示すことが多い。 この 「感情的反応」は、子 どもにとって も、保護者 にとって も良い影響 を与 える

ものではない。第二段 階か ら脱却するためには、「間接的関わ り」の期間が必要 になる。完全 に子 どもの学

習過程から離れて しまうのではな く、時間や空間を共有す るが直接的関わ りは控 えるなど、保護者が 「感

情的反応」 をコン トロールす るための期間が必要である。学習会では、保護者が 「間接的関わ り」の期間

にある場合、子 どもへの働 きかけは他 の保護者や学習 ボランテ ィアによって行われるため、た とえ保護者

自身が子 どもの学習過程に直接関わっていなくても、その情報 を得 ることは可能となる。

そ して、第三段階は 「感情的反応のコントロール」である。感情的反応 をコン トロールす ることによっ

て、子 どもへの直接的関わ りは以前 よりは円滑に行われる。 しか し、 まだ他の子どもとの比較で評価する

傾向が強いため、今後、子 どもの努力その ものを肯定的に評価する視点 とのバ ランス を取ってい く必要が

あるだろう。

②子 どもの意識の変化

子 どもの意識 も段階的に変化する。第一段階は1「保護者への甘え」である。子 どもは学習会の場 におい

て自分の保護者 と話 をした り、スキ ンシップを求めた りと、学習以外のコ ミュニケー ションをとろうとす

る。 しか し、保護者の意識が第二段階の 「感情的反応」に入 ると、子 どもも 「自分の保護者 と距離 をとる」

段階に移行する。以下はS君(小 学3年 生男子)と0さ んの会話である。

0さ ん

S君

0さ ん

S君

お母 さん来てるけど、今 日は別の子についてもらってる。(勉 強を)し て欲 しいと思 ってるか

ら怒 って しまう。S君 の横 にお りたいと思 うけ ど怒って しまうか ら。(お母 さんはS君 に勉強

を)が んばって欲 しい と思ってるで。

怒ってしまうか ら?

側 におって欲 しいか?

う うん。 「 (2005年6月7日 フ ィー ル ドノ ー ツ よ り)

このように、「感情的反応」段階の保護者 とその子 どもとの直接的関わ りを保護者 自身や周 りの大人があ

えて減 らそうとする一方で、子 ども自身 も保護者 と距離 をとりたがる。他 の人の前で親から叱 られるとい

うことは、子 どもに とっても避 けたいことなのである。

学習会において、子 どもが 自分の保護者か ら褒められることはあ まりないが、自分の保護者 と距離 をと

る第二段階において子 どもは他の保護者や学習ボランティアか ら学習面で褒め られた り、「がんばれ」と励

まされた りする。その ことによって、子 どもは学習会が 「学習の場」であることを改めて認識 し、第三段

階の 「場の再認識」へ と意識が変化する。子 どもの意識が 「場の再認識」へ と至ったならば、保護者 と子

どもとの関わりはより学習 に重点を置いたもの になる。

他の保護者や学習ボランティアからの賞賛 と励ま しによる自信や、学習会への姿勢の変化など、今後、

学力向上へ とつながってい く可能性 は高いと考 えられる。

4-4「 関わりあう機会」の増加

A保 護者会では学習会以外に、バ ーベキューや遠足 といった遊 びの要素を含むイベ ン トも企画 ・実行 し

てお り、地域の大人 と子 どもが学習面以外で 「関わ りあう」 ことも多数ある。学習会やそれ以外のイベ ン

トを通 じて、保護者 は自分の子 どもはもちろんであるが、その他の地域の子 どもたちに対 して も関わる機

会が増 えたといえる。 このことは、子 どもにとっても同様のことがいえる。

保護者が自分以外 の子 どもに積極的に関わるためには、その子どもの保護者を知っていることが重要な

要素 となる。

親同士があんまり分からへ んかったら、悪いことしてても注意 して もどうかなっていうのが(あ る)。

A保 護者会 とかで、顔合 わせて しゃべれるようなメンバーの子 どもやったら、うちの子 と同 じように
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怒 っ たりもできるか ら、そんなんはいいかな。みんなで育 てるみたい な感 じで。(Qさ ん30代 女性

2005年10月18日 〉

A保 護者会の定例会などで保護者同士が子 どもの ことについて話す機会が増 え、顔見知 りの関係 になっ

たことか ら、地域の保護者が地域 の子 どもに対 して関わりやす くなっていることが分かる。A地 区 におい

ては、A保 護者会やそれに関わる活動によって保護者同士が、そ して地域の大人 と子 どもが、より親密 な

関係を築いていっているといえる。

4-5積 極的な保護者を軸にしたネッ トワークの展開

しか しなが ら、全ての保護者に意識変容が見 られたわけではない。 また、次第に保護者の参加状況は悪

くなり、いつ も決 まった顔ぶれになっている。

学習会への参加世帯が増加 しなかった理由 としては、2005年 度 末に中心 メンバーの交代が行われたこと

が挙げられる。引継 ぎの時間が短かったため、新 メンバーはこれまでの活動 を踏襲するだけで精一杯にな

り、新 たな参加者 を募る呼びかけが不十分であったことが うかが える。 また、メンバー交代 と伺時期に加

入 した1年 は、参加状況は一見 よさそ うだが、実際の出席状況は子 ども、保護者 ともに思わ しくない。 し

たがって、保護者が学習会の必要性 を十分に納得 しないまま、加入 しているだけの状況 といえる。

そ うした状況が、活動に積極的な保護者に不満をもたせることになる。2006年 度末のA保 護者会の定例

会では、今後の学習会 をどのように続けてい くかの話 し合いの中で、学習会 に顔 を出さない保護者 に対す

る不満がい くつか述べ られた。学習会にも定例会にも顔 を出さない保護者とは話 をすることがで きないの

で関係 をつ くることができない、また、学習会への保護者の参加が少 なく、子 どもを預 けっぱな しの保護

者がいるため、他の子 どもを怒ってばか りで自分の子どもに関われないなどである。 このように、保護者

の学習会への参加状況が二極化 し一部の保護者に負担が強いられている今、当初の目的である保護者同士、

そ して親子間の 「関係性の強化」 を行うには困難 な状況 になっている。

A保 護者会では、話 し合いの結果、2007年 度 の学習会は 「親子で一緒にやってい く」 ということを重視

することが確認 された。0さ んは、＼この ように保護者の意欲 を問 うことは、A地 区内で もより生活困難層

を排除する結果になる とい うことを分か っている。 しか し今は、若い世代 を育てたい とい う思いがあるた

め、や る気のある人たちを大切に したい とい う。

このまま、門戸 を広 げてやってた らQさ ん(上 記のQさ ん と同一人物。活動に積極的)と かばっか

りが しんどくなって、結局 だれ もお らんなる。来るメ≧バ㌣を優先せな(い けないだろう)。(0さ ん

2007年2月16日 フ ィール ドノーッより)'

A保 護者会は、A地 区内の教育意識の高い保護者の集 まりになろうとしている。A保 護者会は、生活困

難層 をとりあえず抱え込 むのではなく、まず は活動趣旨に賛同 して くれる保護者を中心 メンバー として育

てることを選んだ といえる。

5.考 察

5-1ナ ナ メの 関係 に よる網 の 目のネ ッ トワー ク

コールマンは「社会ネットワー クの完結性」を図1の ように表 している(Coleman1988,1990)。 しか し、

「保護者 一子 ども」のタテの関係 と 「保護者一保護者の友人」 「子 ども一子 どもの友人」の ヨコの関係は一

対ではな く、おそらくは図2の ように複数の友人か らなる関係 を想定 していたと考 えられる。

A地 区においては、、必ず しもタテとヨコの関係 だけではないことが明 らかになった。A地 区ではA保 護

者会の さまざまな活動によって、図3の ような 「ナナメの関係」 を有する重層的なネッ トワークが形成 さ

れつつあると考え られる。この ように、「社会ネッ トワークの完結性」とともに、その内部に重層的 なネッ

トワークを有する ものを 「網の 目のネ ットワーク」 と呼ぶことにする(3>。
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(図1)

保護者 保護者の友人

(図2)

保護者の友人 保護者 保護者の友人

子ども 子どもの友人 子どもの友人 子ども 子どもの友人

(図3)

保護者の友人 保護者 保護者の友人

子どもの友人 子 ども 子どもの友人

ヨコの関係 とナナメの関係は、地域の保護者 と子 どもが関わりあ う機会が増加することによって形成さ

れ、より強化 される。特 にナナメの関係は、保護者が 「間接的関わり」の段階を学習会などの複数の保護

者 と子 どもがいる 「場」 において経験することで形成 されやすい といえる。 ナナメの関係が形成 されるこ

とによって、子 どもの意識の変化 として観察 されているように、子 どもに対する賞賛や励 ま しがな され、

子 どもの意識 に肯定的な変化 を生 じさせている。子 どもへの賞賛や励 ましは、「子 どもへの期待」として捉

えることがで きる。 コールマン(1988)は 、「子 どもの教育に対する保護者の期待」を、家庭のなかで蓄積

される社会関係資本 を測る指標 として挙げているが、ナナメの関係 による 「子 どもへの期待」は、家庭内

の社会関係資本を補完 しつつ、家庭外の社会関係資本 を強化する もの と考えられる。

ナナメの関係によって、保護者 は家庭外での子 どもの情報を、保護者同士のネ ットワークか らだけでは

な く、子 どもたちか らも得ることができるようになる。そ して、家庭内の親子関係 について保護者から見

た関係だけで はな く、子 どもから見た関係 についても知 ることがで き、表面化 しにくい家庭内の問題 を共

有 しやす くなる。 ネッ トワーク内 において、各家庭 の問題、子 どもの問題が共有 されていると、ヨコの関

係 、ナナメの関係 による適切 な働 きかけが可能になる。そうすることで、 タテの関係をより良好な状態へ

と導 くことがで きると考えられ、家庭内において も、そ して家庭外 においても社会関係資本のよ り効果的

な蓄積を促進することができるだろう。

A地 区の事例から、「網の目のネッ トワーク」はネッ トワークの形成を目指す範囲の保護者が集 う機会、

また、保護者 と子 どもが一緒 に集 う機会を意識的に、そ して定期的 に持つことによって形成 される と考え

られる。A保 護者会は、主 に小学生保護者が活動を行っているが、参加者の中にはすでに子 どもが教育課

程 を修了 した保護者 もいる。 したがって、小学生世帯におけるネットワーク形成 にとどまらず、A地 区全

体の地域 ネットワークを形成 し、 より重層的な関係 を目指 しているとい える。

しか し、A保 護者会の定例会や学習会への参加が、特定の保護者に限定されていたことか ら、活動に積

極的な保護者たちによってナナメの関係性、 ヨコの関係性への投資が行われ、教育における相互補完関係

の確立がなされようと していたのが現状である。コールマ ン(1988)・ は、社会関係資本には公共財的側面

があ り、投資行為 を行わないネッ トワーク成員 も利益 を得られる可能性が高いため、投資への動機付けが

難 しく、蓄積 ・維持が困難な資本であると指摘 している。A地 区では、その指摘 どお りの状況 を招いたと

いえる。A地 区では、消極的保護者層に対 して 「排除」 という制裁が行われ、積極的保護者層の投資意欲

の低下 を防いだことになる。
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5-2社 会関係資本の排除傾向の克服

社会関係資本が豊かな地域 は、社会的 ・文化的に包摂的よ りも排除的な傾向になることがある(Portes

1998)。 被 差別部落 においても、これまでの歴史的背景からその危険性 は高いといえるだろう。しか し、今

日の被差別部落では 「部落外」 との婚姻や流 出入が繰 り返 されてお り、保護者のバ ックグラウン ドも多様

になって きている。そうした多様性 を積極的に活用 してい く必要がある。特 に、被差別部落出身ではない

人々が育って きた環境がどのようなものであったのか とい う情報 は,被 差別部落 を相対化するうえで重視

すべ きものである。

すべて環境 って、そこにいてたらそれが当た り前の レベルがあるで しょう。学力に して もそ うやけ

ども、 うちの子 どもたちを見てたら、あの子の環境の中で、これが当た り前 っていうレベルがす ごく

低 いねんね。(Rさ ん40代 女性2005年9月27日)

自分たちの 「環境」を見直すため には、異 なる 「環境」で育った人の感覚が必要である。異なる生育環

境を語 り合 うことで被差別部落内外の良い部分、悪い部分を精査 し、本当に子 どものためになる環境づ く

りが可能になると考え られる。

また、A保 護者会は地区内の保護者と子 どもを対象に活動を行っているが、大学生 ・大学院生を学習ボ

ランティアとして導入するなど、地区外の人的資源 も積極的に活用 している。学習 ボランティアの導入に

より、「大学生」とい うA地 区ではまだ少ない ロールモデルの提示が可能になっている。 また、学校や青少

年会館 とのつ なが りの強化 も図ってお り、オープンな活動 を心がけている。

5-3今 後の課題

A地 区 の事例から、学力につながる地域文化 とは 「網 の目のネットワークの構築 による家庭の教育力の

相互補完関係」であると考 えられる。社会関係資本 は、その際の重要な指針とな りうるものである。

本稿では、被差別部落内の問題に関連 させて、社会関係資本 について考えてきた。 しか し社会関係資本

は、被差別部落以外の家庭的背景の厳 しい子 どもに対するサポー トとして も有効である可能性が高いと思

われる。

久富(1993)は 、地球の人間関係か ら孤立 しやす く、子 どもの問題を家族や保護者の責任 と考える傾向

にある生活困難層は、子 ξものつ まず きや問題 を親子関係の中に閉 じこめて しまいがちである と指摘 して
いる。生活困難層が 「孤立」と 「閉鎖性」から脱却するためには、社会関係資本の視点から、「網の目のネ

ッ トワー ク」の形成を重視 した取 り組みを行ってい くべ きだと考える。

「網の 目のネ ットワーク」の構築 には、ネ ットワーク成員によるネッ トワー クへの公平 な投資 をいかに

保 ってい くかが鍵 となるだろ う。A保 護者会では、消極的保護者層 を取 り込んだ活動 を行お うとした。 し

か し、消極的保護者層の意欲を喚起 させ るこ とはで きず にフ リーライダー として抱え込んで しまった。結

果 として、積極的保護者層の負担は増 し、消極的保護者層への不満 を生 じさせる要因の一つになったので

ある。消極的保護者層の投資意欲をどのように喚起するか、そ して積極的保護者層 の不満 をどの ように解

消するかが今後の課題 といえる。

〈注〉

(1>詳 しくは、木村(2007)を 参照。

(2)A地 区の保護者11名(60代2名 、50代3名 、40代4名 、30代2名 。50代1名 を除き全て女性。最終学歴が高校卒

業までの者が7名)に 対 してインダビューを行った。録音の許可が得られなかった一人を除きすべて録音し、逐

語的に書 き起こした。許可が得 られなかった場合はインタビュー中にメモを作成し、終了後記述 した。今回はそ

の中から4名 の語りを引用している。年代はインタビュー時のデータで表している。インタビューおよびフィー

ル ドノーッから引用する場合は、発言中の()は 筆者による説明補足、「……」は前後の発言の省略である。

アンケートは2005年11月 にA保 護者会や学習会に参加 している保護者を対象に、教育意識の変化や子 どもの様
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子の変化を尋ねたものであ り、主に自由記述で回答を求めた。回収率が低かったため補足的なデータとして用

いる。

(3)住 田(2001)が 同様の図を用いて子 どもの社会化 について論 じているが、本稿ではあ くまでコールマ ン

(1988,1990).を 補 うものとして提示する。
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The¢onstructionoffamily/localas.thesゆjectofeducation
-Focusingonsocialcapitalin``Buraku"一 一

KIMURAKazumi

"B
uraku"hastheworstsituationinter疽so牽academicab丑ity.Itistheareathathasbeen

l.atelydiscriminatedandexcludedbasedonthef6udalclass.・system .It.isassumedthat,atpre-

sent,manyfamilieswithweakeconomiccapitalandculturalcapitalexistinBuraku」Lowaca-

demic..abllity .isaprolongedproblem,whichcanbestillfbundinBuraku.

TheacademicabilityofBurakuisaproblem.Manyfamiliese左istwho.exhibitaweaknessin

domesticeducationpo磁errepresentedin.their"Wantstoobject忌ofent6rtainment",and"low

expectationf6renteringinaschoolofhighergrade".However,itisbelievedthataweakness

indo血estic.educationpowerisaresult6fthe.localcultureandnotoftheoriginalhomeculture

(Nishida1990,Ikeda2000》.Thεref6re,itiSnecessarytoadoptapproachesthatwillellablethe

localculturetotransfbrmitselfItistheωnceptof"social.capitar'thatprovidesanilhportant

perspectivetowardIocalculture(Coleman1988).

Thispaperfocusedonthe`℃losureofSocialNetworks"thatpromoteac6umulationofsocial

capital.Itrevealedthattheaccumulationofsocialcapitalwaspromotedby"StitchNetworks"

whosemultiplenetworkwasfbrmedwi出the"ClosureofSocialNetworks.""StitchNetworks"

isf6rmedbyarrangingtheopportunitywhenachildisinvolvedwithInanyparents.bothf6ra

fixedperiodaswellasonregularly.In"StitchNetworks,"itisi!hportantthat"ObliqueRela-

tions"aref6rmedamongchildrenwithanadult6fthelocalculture.ItisbelieVedthat"Oblique

Relations"both.reinforcesocialcapitaloutsidethefamilyandsupplementsocialcapitalinthe

family.Thefbrmationof"StitchNetworks"contributesto .thecommunityimprovementinthat

mutualco皿plementispossiblewith .regardtodomesticeducationpower.However,"StitchNbt-

works"owetotheinvestmentburde .nofpositiveparents.Howtoretainthefairinvestmentto .

thenetworkconstitUtesaproblem.


